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大川広域行政組合公金管理運用委員会設置要綱 

 

  
平成16年12月24日
要 綱 第 9 号

  

改正 平成18年10月 2日要綱第 7号 

平成22年 3月25日要綱第 4号 

平成19年 3月29日訓令第 2号

 （設置） 

第１条 ペイオフ解禁後の公金の安全かつ確実な管理運用等を検討するため、大川広域行政組合公

金管理運用委員会（以下「委員会」という。）を設置する。  

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。 

 ⑴ 取引金融機関の経営状況に関すること。 

 ⑵ 公金の安全かつ確実な管理運用方法に関すること。 

 ⑶ その他ペイオフの研究に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長には会計管理者、副委員長は委員の互選とし、委員は別表に掲げる職にある者をもって

充てる。 

３ 委員長は、委員会の会務を総括する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第４条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第５条 委員会の庶務は、出納係において行う。 

 （その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年１月７日から施行する。 

   附 則（平成１８年１０月２日要綱第７号） 

 この要綱は、平成１８年１０月１日から適用する。 

   附 則（平成１９年３月２９日要綱第２号） 

 この要綱は、平成１９年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２２年３月２５日要綱第４号） 抄 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

大川広域行政組合公金管理運用委員会委員

事務局次長 

事務局副主幹 

出納係長 

会計係長 

庶務係財政担当 

企画係基金担当 

 


